
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定電圧に基づいて複数の表示用電圧を生成し、該複数の表示用電圧により表示手段にお
ける所望の表示を行う表示装置において、
前記所定電圧を受けて前記複数の表示用電圧を生成し、第１の制御信号により該複数の表
示用電圧の生成が禁止される表示用電圧生成手段と、前記複数の表示用電圧のいずれかを
それぞれ伝達する複数の配線と、
前記複数の配線それぞれに接続された複数の電荷蓄積手段と、
第２の制御信号により、前記複数の配線の電圧を一定値に設定する設定手段と、
前記所定電圧を受けて該所定電圧の低下を監視して、該所定電圧の低下を検出した時に第
３の制御信号を発生し、前記１の制御信号または該第３の制御信号を前記第２の制御信号
として出力する監視手段と

【請求項２】
 請求項 記載の表示装置において、
前記表示装置は、前記表示用電圧生成手段による表示用電圧生成を指示する第４の制御信
号により生成処理が制御され、
前記監視手段を駆動可能にするために用いられる前記複数の電荷蓄積手段の１つと接続さ
れる前記複数の配線の１つに対して、該第４の制御信号に応答して、前記所定電圧を一時
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を有し、
前記監視手段は、前記複数の配線にそれぞれ接続された前記複数の電荷蓄積手段の１つに
蓄積された電荷により駆動可能としたことを特徴とする表示装置。
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的に供給する一時供給手段を設けたことを特徴とする表示装置。
【請求項３】
 請求項 記載の表示装置において、前記監視手段を駆動可能にするために用いられる前
記複数の電荷蓄積手段の１つと接続される前記複数の配線の１つと前記設定手段との間に
抵抗手段を設けたことを特徴とする表示装置。
【請求項４】
 請求項 記載の表示装置において、前記監視手段を駆動可能にするために用いられる前
記複数の電荷蓄積手段の１つの蓄積容量を他の電荷蓄積手段の蓄積容量より大きくしたこ
とを特徴とする表示装置。
【請求項５】
 請求項 記載の表示装置において、前記設定手段は、一方の電極が前記複数の配線の対
応する１つに接続され、他方の電極には前記一定値の電圧が供給され、制御電極には前記
第２の制御信号が与えられる複数のトランジスタからなり、
前記監視手段を駆動可能にするために用いられる前記複数の電荷蓄積手段の１つに接続さ
れる該複数のトランジスタの１つのオン抵抗は、該設定手段を構成する他のトランジスタ
のオン抵抗より大きいことを特徴とする表示装置。
【請求項６】
 請求項１記載の表示装置において、
前記所定電圧は取り外し可能な電圧供給手段から供給されることを特徴とする表示装置。
【請求項７】
 請求項 記載の表示装置において、
該表示装置及び前記電圧供給手段は携帯機器に取付けられることを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶表示装置等の表示装置に関し、特に、表示用電圧を発生する駆動回路の表
示用電圧の制御に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、電話やパーソナルコンピュータ等、表示装置を有する電子機器が増加している。特
に、ノートブック型のパーソナルコンピュータ、携帯電話、小型テレビ等の携帯機器にお
ける機能の増加及びその携帯機器の普及に伴い、これらの携帯機器に液晶表示装置（以下
、ＬＣＤと称する）を有するものが増えている。
【０００３】
ＬＣＤは、表示手段であるディスプレイ部分を駆動するためにＬＣＤ駆動回路を有する。
このＬＣＤ駆動回路は、表示手段にて必要とされる複数の表示用電圧を発生するものであ
る。これら複数の表示用電圧は昇圧回路を動作させることにより発生させている。昇圧回
路は、電源電圧源から供給される電源電圧、例えば、ＶＤＤに基づいて複数の表示用電圧
を生成するものである。
【０００４】
昇圧回路としては、チャージポンプ方式のものが知られている。この場合、昇圧回路から
発生する複数の表示用電圧を伝達する信号線と基準電圧源、例えば、接地電圧源との間に
、表示手段の電源として使用される電荷を蓄積したキャパシタが必要となる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
このようなＬＣＤ駆動回路において、何らかの原因により電源電圧源の電源電圧ＶＤＤが
急激に低下した場合、上述のキャパシタに充電された電荷が放電されないことがある。こ
のため、表示用電圧を伝達する信号線に長時間電荷が残ることとなる。これにより、表示
手段であるディスプレイ部分に表示が残るため、表示情報が第三者に不用意に見られてし
まうこと、表示手段の寿命の低下、再起動時の誤動作等の課題があった。
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【０００６】
特に、携帯機器においては、電池を電源とするものや充電式バッテリを電源とするため、
機器の動作中に、電源遮断をスイッチにて行わずに、電池の取り外しをしたり、充電した
電荷が無くなったりすることがある。よって、携帯機器において、上述の課題の解決は特
に要求される。
【０００７】
また、上記課題の解決手段としては、電源電圧が急激に低下しても、確実に動作すること
が要求される。
【０００８】
さらに、上記課題の解決手段としては、できるだけ簡易な構成で実現し、表示装置自身の
小型化、低コスト化を阻害しないことが望ましい。
【０００９】
本発明は上記の課題を解決するため、電源電圧の急激な低下に対しても表示手段であるデ
ィスプレイ部分に表示が残らない表示装置の実現を目的とする。
【００１０】
また、本発明は、上記目的を、電源電圧が急激に低下しても確実に達成する表示装置を実
現することを目的とする。
【００１１】
また、本発明は、上記目的を、表示装置自身の小型化、低コスト化を阻害することなく実
現することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明の表示装置は、所定電圧に基づいて複数の表示用電圧を
生成し、複数の表示用電圧により表示手段における所望の表示を行う表示装置において、
所定電圧を受けて複数の表示用電圧を生成し、第１の制御信号により複数の表示用電圧の
生成が禁止される表示用電圧生成手段と、複数の表示用電圧のいずれかをそれぞれ伝達す
る複数の配線と、複数の配線それぞれに接続された複数の電荷蓄積手段と、第２の制御信
号により、複数の配線の電圧を一定値に設定する設定手段と、所定電圧を受けて所定電圧
の低下を監視して、所定電圧の低下を検出した時に第３の制御信号を発生し、１の制御信
号または第３の制御信号を第２の制御信号として出力する監視手段とを有するものである
。
【００１３】
また、本発明の表示装置は、監視手段は複数の配線にそれぞれ接続された複数の電荷蓄積
手段の１つに蓄積された電荷により駆動可能としたものであってもよい。
【００１４】
また、本発明の表示装置は、表示用電圧生成手段による表示用電圧生成を指示する第４の
制御信号により生成処理が制御され、監視手段を駆動可能にするために用いられる複数の
電荷蓄積手段の１つと接続される複数の配線の１つに対して、第４の制御信号に応答して
、所定電圧を一時的に供給する一時供給手段を設けたものであってもよい。
【００１５】
また、本発明の表示装置は、監視手段を駆動可能にするために用いられる複数の電荷蓄積
手段の１つと接続される複数の配線の１つと設定手段との間に抵抗手段を設けたものであ
ってもよい。
【００１６】
また、本発明の表示装置は、監視手段を駆動可能にするために用いられる複数の電荷蓄積
手段の１つの蓄積容量を他の電荷蓄積手段の蓄積容量より大きくしたものでってもよい。
【００１７】
また、本発明の表示装置は、設定手段は、一方の電極が複数の配線の対応する１つに接続
され、他方の電極には一定値の電圧が供給され、制御電極には第２の制御信号が与えられ
る複数のトランジスタからなり、監視手段を駆動可能にするために用いられる複数の電荷

10

20

30

40

50

(3) JP 3887093 B2 2007.2.28



蓄積手段の１つに接続される複数のトランジスタの１つのオン抵抗は、設定手段を構成す
る他のトランジスタのオン抵抗より大きいものであってもよい。
【００１８】
また、本発明の表示装置は、所定電圧は取り外し可能な電圧供給手段から供給されるもの
であってもよい。
【００１９】
また、本発明の表示装置は、表示装置及び電圧供給手段は携帯機器に取付けられるもので
あってもよい。
【００２０】
【発明の実施の形態】
本発明の表示装置についてを図面を用いて以下に詳細に説明する。図１は本発明の第１の
実施の形態における表示装置の特に駆動回路１００の回路図である。実施例においては、
表示装置としてＬＣＤを用いるものとする。
【００２１】
なお、駆動回路１００における第１の電源電圧として、例えば、電源電圧ＶＤＤは、電源
電圧源として、例えば、電子装置の外部から供給されるものであったり、電子装置内に内
蔵されたバッテリから供給されるものであったり、その供給源は様々のものがある。特に
、バッテリとしては充電式のもの、電子装置から取り外し可能なものであってもよい。
【００２２】
図１において、駆動回路１００は、表示用電圧生成手段である昇圧回路１０、設定手段で
あるＮチャネル型ＭＯＳトランジスタ２２、２４、２６、電荷蓄積手段であるキャパシタ
３２、３４、３６、監視手段５０から構成されている。
【００２３】
昇圧回路１０には、端子２から電源電圧ＶＤＤが供給され、端子４から電源電圧ＶＤＤよ
り低い基準電圧ＶＲＥＦが供給される。昇圧回路１０は電源電圧ＶＤＤまたは基準電圧Ｖ
ＲＥＦを昇圧することにより複数の表示用電圧Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３を発生する。なお、実施
例では、表示用電圧をＶ１～Ｖ３の３つとしているが、これは、本発明を簡略的に説明す
るために単に３つの表示用電圧としているにすぎず、４つ以上の表示用電圧を準備するも
のとしてもよい。なお、昇圧回路１０の具体的な回路図は示さないが、チャージポンプ方
式で複数の表示用電圧を生成する構成とする。
【００２４】
昇圧回路１０にて発生された表示用電圧Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３はそれぞれ表示用電圧を伝達す
る配線４２、４４、４６にて伝達される。このため、配線４２に接続された端子１２は表
示用電圧Ｖ１に設定可能となり、配線４４に接続された端子１４は表示用電圧Ｖ２に設定
可能となり、配線４６に接続された端子１６は表示用電圧Ｖ３に設定可能となる。
【００２５】
また、昇圧回路１０は、端子６から入力される第１の制御信号としての昇圧停止信号であ
るリセット信号により、昇圧動作が停止可能となる。このリセット信号は、図示せぬ中央
処理装置（以下、ＣＰＵとも称する）から昇圧の停止時に発生されるものである。
【００２６】
トランジスタ２２の第１電極は配線４２に接続され、第２電極は接地電圧ＶＳＳが供給さ
れる。トランジスタ２４の第１電極は配線４４に接続され、第２電極は接地電圧ＶＳＳが
供給される。トランジスタ２６の第１電極は配線４６に接続され、第２電極は接地電圧Ｖ
ＳＳが供給される。トランジスタ２２、２４、２６のゲート電極には監視手段５０の出力
である第２の制御信号としてのリセット信号を受信するように構成されている。このため
、トランジスタ２２、２４、２６は監視手段５０の出力であるリセット信号により、配線
４２、４４、４６と接地電圧ＶＳＳとを電気的に導通状態とするものである。
【００２７】
キャパシタ３２、３４、３６はそれぞれ配線４２、４４、４６と第２の電源として、例え
ば接地電圧ＶＳＳとの間に接続されている。これらのキャパシタはそれぞれ対応する配線
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と接地電圧ＶＳＳとの間で必要となる電荷を充電するものである。この充電された電荷に
基づき端子１２、１４、１６に接続された図示せぬ表示手段を駆動する。なお、これらキ
ャパシタはＭＯＳトランジスタ構成のＭＯＳキャパシタとしてもよい。このようにすれば
、他の構成の製造工程同時に形成でき、また、素子レイアウト上でも他のトランジスタの
レイアウトとともに考慮することができる。
【００２８】
監視手段５０は、比較手段であるコンパレータ６０、キャパシタ６２、インピーダンス素
子である抵抗６４、整流素子であるダイオード６６、リセット信号を発生する論理回路で
あるＮＯＲ７０により構成されている。
【００２９】
コンパレータ６０の一方の入力端子である負側端子は端子２と接続されることにより、電
源電圧ＶＤＤが供給されている。コンパレータ６０の他方の入力端子である正側端子はキ
ャパシタ６２の一方の端子に接続されている。キャパシタ６２の他方の端子には接地電圧
ＶＳＳが供給されている。抵抗６４はキャパシタ６２と並列接続されている。つまり、抵
抗６４は、一端がコンパレータ６０の正側端子に接続され、他端に接地電圧ＶＳＳが供給
されている。ダイオード６６はＰ側端子であるアノードがコンパレータ６０の負側端子に
接続され、Ｎ側端子であるカソードがコンパレータ６０の正側端子に接続されている。
【００３０】
コンパレータ６０の出力端子から出力される、第３の制御信号である検出信号はＮＯＲ７
０の一方の入力端子に入力される。ＮＯＲ７０の他方の入力端子には端子６から入力され
るリセット信号が入力される。ＮＯＲ７０の出力は、監視手段５０の出力としてトランジ
スタ２２、２４、２６のゲート電極へそれぞれ供給される。
【００３１】
また、コンパレータ６０には、配線４２の電圧と、接地電圧ＶＳＳとが供給される。つま
り、コンパレータ６０は配線４２の電圧と接地電圧ＶＳＳにより、負側端子及び正側端子
からの入力に対する比較動作を実施可能な構成となっている。
【００３２】
なお、キャパシタ６２をＭＯＳトランジスタ構成のＭＯＳキャパシタ、抵抗６４をＭＯＳ
抵抗、ダイオード６６をＭＯＳトランジスタをダイオード接続したＭＯＳダイオードで構
成してもよい。このようにすれば、他の構成の製造工程で同時に形成でき、また、素子レ
イアウト上でも他のトランジスタのレイアウトとともに考慮することができる。
【００３３】
このように構成された駆動回路１００の動作について、図面を用いて以下に説明する。図
２は駆動回路１００の動作を説明するタイミングチャートである。
【００３４】
図２において、ａは端子２から入力される電源電圧ＶＤＤの電圧レベル（コンパレータ６
０の負側端子に供給される電圧レベルでもある）、ｂは配線４２にて伝達される表示用電
圧Ｖ１の電圧レベル、ｃはコンパレータ６０の正側端子に供給される電圧レベル、ｄはコ
ンパレータ６０の出力の電圧レベル、ｅは端子６から入力されるリセット信号の電圧レベ
ル、ｆは監視手段５０の出力となるＮＯＲ７０の出力の電圧レベルである。なお、図２中
のＨはハイレベル（ここでは、電源電圧ＶＤＤの電圧レベルとする）、Ｌはローレベル（
ここでは、接地電圧ＶＳＳの電圧レベルとする）を示すものとする。
【００３５】
図２において、初期状態であるタイミングｔ０において、電源電圧ＶＤＤはハイレベルに
設定されているものとする。また、配線４２も昇圧回路１０にて昇圧された電圧レベルＶ
ＤＤ＋α（αは電源電圧ＶＤＤより昇圧された分の電圧）に設定されているものとする。
コンパレータ６０の負側端子は、電源電圧ＶＤＤからダイオード６６、抵抗６４を通して
電流が流れるため、電圧レベルＶＤＤーＶＢＥ（ＶＢＥはダイオード６６に順方向電流を
流した場合のＰ側端子とＮ側端子との間の電圧差）に設定されている。
【００３６】

10

20

30

40

50

(5) JP 3887093 B2 2007.2.28



また、コンパレータ６０は配線４２の電圧レベルが昇圧されていることにより動作状態で
ある。ここで、負側端子に供給されている電圧ＶＤＤと正側端子に供給されている電圧Ｖ
ＤＤーＶＢＥとはＶＤＤ＞ＶＤＤーＶＢＥである。このため、コンパレータ６０の出力は
ローレベルとなっている。
【００３７】
また、端子６から入力されるリセット信号もローレベル（ここでは、リセット信号がロー
レベルの場合は昇圧回路１０の昇圧動作を停止指示していないものとし、リセット信号が
ハイレベルの場合は昇圧回路１０の昇圧動作を停止指示するものとする）に設定されてい
る。よって、ＮＯＲ７０の２つの入力に供給される電圧はともにローレベルのため、ＮＯ
Ｒ７０の出力電圧はローレベルとなる。このため、トランジスタ２２、２４、２６は非活
性状態（オフ状態であり、各トランジスタにおけるソースとドレイン間が電気的に非導通
状態）である。
【００３８】
なお、図示していないが、配線４４、４６にもそれぞれ表示用電圧Ｖ２、Ｖ３が伝達され
ているものとする。このため、キャパシタ３２、３４、３６はそれぞれ電荷が充電されて
いるものとする。また、キャパシタ６２にも電荷が充電されているものとする。
【００３９】
タイミングｔ１において、例えば、バッテリが取り外される等の何らかの原因により、電
源電圧ＶＤＤが低下した場合、ダイオード６６及び抵抗６４を通して流れる電流も低下す
る。このため、コンパレータ６０の正側端子の電圧はキャパシタ６２と抵抗６４の時定数
により接地電圧ＶＳＳレベルへ低下する。ここで、キャパシタ６２と抵抗６４の時定数に
基づくキャパシタ６２の放電により、コンパレータ６０の正側端子の電圧の低下速度は電
源電圧ＶＤＤの低下速度より充分に遅いものとしておく。
【００４０】
また、配線４２にて伝達される表示用電圧Ｖ１は、電源電圧ＶＤＤの低下に伴う昇圧回路
１０の昇圧動作停止のため、昇圧はされなくなる。しかしながら、キャパシタ３２の放電
により、配線４２の電圧の低下速度は遅い。これは、配線４４、４６も同様である。この
ため、電源電圧ＶＤＤが低下しても、表示手段であるディスプレイ部分に表示用電圧が供
給されていることとなる。第１の実施の形態はこれを解決する。
【００４１】
なお、コンパレータ６０は電圧の低下速度が遅い配線４２の電圧により動作可能状態とな
っている。しかしながら、負側端子に供給される電源電圧ＶＤＤの電圧が低下した初期時
点では、正側端子に供給される電圧ＶＤＤーＶＢＥより高いため、コンパレータ６０の出
力電圧はローレベルのままである。
【００４２】
また、電源電圧ＶＤＤの低下のため、図示せぬＣＰＵからリセット信号も発生されないた
め、リセット信号の電圧はローレベルのままである。このため、ＮＯＲ７０の２つの入力
に供給される電圧はともにローレベルのため、ＮＯＲ７０の出力電圧はローレベルのまま
である。このため、トランジスタ２２、２４、２６は非活性状態である。負側端子に供給
される電源電圧ＶＤＤ及び正側端子に供給される電圧ＶＤＤーＶＢＥはともに低下するが
、この状態は、負側端子に供給される電圧が正側端子に供給される電圧より低くなるまで
維持される。
【００４３】
タイミングｔ２において、コンパレータ６０の負側端子に供給される電圧ＶＤＤの電圧レ
ベルが正側端子に供給される電圧ＶＤＤーＶＢＥより低くなるものとする。このため、コ
ンパレータ６０は、正側端子の電圧より負側端子の電圧が低くなったことを検出し、その
結果として、コンパレータ６０の出力電圧をハイレベルにする。
【００４４】
コンパレータ６０の出力電圧のレベル変化に伴い、監視手段５０の出力である、ＮＯＲ７
０の出力電圧もハイレベルとなる。ＮＯＲ７０の出力電圧のレベル変化に伴い、トランジ
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スタ２２、２４、２６はそれぞれ活性化状態（オン状態であり、各トランジスタにおける
ソースとドレイン間が電気的に導通状態）となる。
【００４５】
トランジスタ２２、２４、２６の活性化により、キャパシタ３２、３４、３６の電荷を放
電し、配線４２、４４、４６の電圧を接地電圧ＶＳＳに引き下げる。よって、表示手段で
あるディスプレイ部分へ表示用電圧を供給することを防ぐことができる。これらの動作時
において、ダイオード６６の両端子にかかる電圧は逆方向電圧となるため、キャパシタ６
２の電荷は放電されることはない。このため、例えば、駆動回路１００を再動作（再び、
電源電圧ＶＤＤをハイレベルにすること）する場合、コンパレータ６０をより早期にもと
の状態に戻せることが期待できる。
【００４６】
タイミングｔ３において、配線４２の電圧がローレベルになったことに伴い、コンパレー
タ６０の動作が不能となるので、コンパレータ６０出力電圧は不定（高抵抗状態）となる
。図２においては、説明を簡略化するためローレベルとしている。これに伴い、ＮＯＲ７
０の出力電圧もローレベルとなる。なお、このコンパレータ６０の出力が不定な状態は、
コンパレータ６０に動作電圧を供給する配線４２の電圧がＶＤＤ以上になるまで続くが、
図２においてはローレベルとしている。
【００４７】
なお、タイミングｔ２、ｔ３において、リセット信号はローレベルのままである。
【００４８】
この後、例えば、タイミングｔ４において、駆動回路１００を再動作し、電源電圧ＶＤＤ
、配線４２、４４、４６のそれぞれの電圧、正側端子の電圧、コンパレータ６０の出力電
圧、リセット端子６の電圧、ＮＯＲの出力電圧を、それぞれ初期状態（タイミングｔ０）
と同様の状態とする。
【００４９】
タイミングｔ５において、例えば、図示せぬＣＰＵからの指示によりリセット信号の電圧
をハイレベルにされた場合、ＮＯＲ７０の出力電圧はハイレベルに変化する。このため、
トランジスタ２２、２４、２６は導通状態となため、配線４２、４４、４６の電圧を接地
電圧ＶＳＳに低下することが可能である。
【００５０】
以上、詳細に説明したように、第１の実施の形態によれば、表示装置の動作中に、電源電
圧ＶＤＤが何らかの原因で立ち下がった場合に、表示用電圧を接地電圧ＶＳＳレベルにす
ることができる。よって、表示手段であるディスプレイ部分に表示が残らない表示装置を
提供できる。
【００５１】
また、第１の実施の形態における駆動回路１００のコンパレータ６０は、電源電圧ＶＤＤ
以外の電圧により動作するため、確実に表示用電圧を接地電圧ＶＳＳにすることができる
。上記実施の形態においては、コンパレータ６０は配線４２の電圧により動作可能として
いるが、他の電源電圧ＶＤＤの電圧低下に影響されない電圧供給手段を設けて、その電圧
供給手段からの電圧によりコンパレータ６０を動作させるようにしてもよい。ただし、上
記実施の形態にすれば、特別な電圧供給手段を準備する必要がないため、より好ましい。
また、コンパレータ６０は配線４２から動作のための電圧を供給されているが、他の配線
４４あるいは配線４６から供給されるものであってもよい。
【００５２】
さらに、第１の実施の形態における起動回路１００においては、監視手段５０を素子数が
少なく簡単な構成としており、表示装置自身の小型化、低コスト化を阻害することがない
。
【００５３】
次に、本発明の第２の実施の形態における表示装置についてを図面を用いて以下に詳細に
説明する。図３は本発明の第２の実施の形態における表示装置の特に駆動回路２００の回
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路図である。なお、図３において、第１の実施の形態における駆動回路１００と同様な構
成においては、同様な符号を付けている。
【００５４】
図３において、特徴的なのは、一時供給手段としてのスタートアップ回路１５０を有する
ことである。スタートアップ回路１５０は端子１０２から伝達されるセット信号に応答し
て、電源電圧ＶＤＤが供給される端子２とコンパレータ６０の動作のための電圧を供給す
る配線４２とを一時的（例えば、一定時間）に短絡する機能を有するものである。ここで
、セット信号とは、昇圧回路１０の昇圧動作の開始を指示する信号であり、図示せぬＣＰ
Ｕから供給されるものである。図３においては、セット信号がローレベルの場合は昇圧回
路１０の昇圧動作の開始指示していないものとし、セット信号が一時的にハイレベルにな
った時、そのレベル変化により、昇圧回路１０の昇圧動作を開始指示するものとする。こ
のため、セット信号は昇圧回路１０にも伝達されている。なお、セット信号が一時的でな
くハイレベルの時は、そのレベルにより、昇圧回路１０の昇圧動作を開始指示するものと
してもよい。
【００５５】
なお、第１の実施の形態においてはセット信号を示していないが、駆動回路１００におい
ても、セット信号により昇圧動作を開始するようにしてもよいことはいうまでもない。駆
動回路１００においては、スタートアップ回路１５０を準備していないもののため、例え
ば、リセット信号がローレベルの時に昇圧動作を開始する構成としてもよい。
【００５６】
図３における他の構成については、第１の実施の形態の駆動回路１００と同様である。
【００５７】
第２の実施の形態の駆動回路２００の動作についてを以下に図面を用いて詳細に説明する
。図４は第２の実施の形態における駆動回路２００の動作を説明するタイミングチャート
である。
【００５８】
図４において、初期状態であるタイミングｔ０において、既にセット信号の電圧が一時的
にハイレベルとなっているものとしている。このため、タイミングｔ０における電源電圧
ＶＤＤ、配線４２、４４、４６のそれぞれの電圧、正側端子の電圧、コンパレータ６０の
出力電圧、リセット端子６の電圧、ＮＯＲの出力電圧は図２の場合と同様である。また、
セット信号の電圧をローレベルとしているので、駆動回路２００の各構成は駆動回路１０
０と同様な動作状態となるため、タイミングｔ３まで図２の場合と同様である。
【００５９】
タイミングｔ３以降において、配線４２の電圧が接地電圧となるため、コンパレータ６０
に対する動作のための電圧が接地電圧ＶＳＳとなる。このため、コンパレータ６０は不能
となり、コンパレータ６０の出力電圧は不定となる。これに伴い、ＮＯＲ７０の出力電圧
も不定となる。よって、この場合、トランジスタ２２、２４、２６は活性化状態となって
、昇圧回路１０の動作時に、配線４２、４４、４６の電圧の上昇を妨げてしまうことが考
慮される。第２の実施の形態ではこれを解決するものである。
【００６０】
タイミングｔ４において、駆動回路２００を再動作し、端子２の電圧を電源電圧ＶＤＤレ
ベルにする。これに伴い、コンパレータ６０の正側端子の電圧もＶＤＤーＶＢＥレベルに
なる。なお、昇圧回路１０は動作していないため、コンパレータ６０には配線４２から動
作可能となる電圧は供給されていない。
【００６１】
タイミングｔ４’において、電源電圧がＶＤＤレベルで安定化し、図示せぬＣＰＵからの
指示により、セット信号の電圧がローレベルからハイレベルへ変化する。このため、昇圧
回路１０は昇圧動作を開始するとともに、スタートアップ回路１５０は端子２と端子１２
を一時的に短絡する。このスタートアップ回路１５０の動作により、電源電圧ＶＤＤに基
づく電荷を高速にキャパシタ３２に充電することができる。この時、トランジスタ２２が
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活性化状態であったとしても、トランジスタ２２のオン抵抗によりキャパシタ３２への充
電ができる。キャパシタ３２への充電をより確実にするため、トランジスタ２２のオン抵
抗をトランジスタ２４、２６のオン抵抗より高くしておいてもよい。トランジスタ２２、
２４、２６のオン抵抗を全て高くしてもよいが、本発明の目的をより確実に実施すること
を考慮すれば、トランジスタ２２のみ高くすることが好ましい。
【００６２】
この結果、配線４２の電圧がＶＤＤレベルとなると、コンパレータ６０は動作可能となる
。この時、コンパレータ６０の負側端子にはＶＤＤレベルの電源電圧が供給され、正側端
子にはＶＤＤーＶＢＥレベルの電圧が供給されているので、コンパレータ６０の出力電圧
をローレベルに確定することができる。よって、この後、リセット信号がハイレベルにな
った時（タイミングｔ５時）または電源電圧ＶＤＤが低下した時以外はトランジスタ２２
、２４、２６は非活性状態となる。
【００６３】
以上、詳細に説明したように、第２の実施の形態によれば、上記第１の実施の形態での目
的を達成することができる上、コンパレータ６０の出力電圧が不定となることによる、コ
ンパレータ６０の動作のための電圧の供給が妨げられることを防ぎ、本願発明の目的をよ
り確実に実現することができる。
【００６４】
また、第２の実施の形態においては、スタートアップ回路１５０が追加されるのみであり
、例えば、スタートアップ回路１５０の簡単な構成として、セット信号により端子２と端
子１２の間を短絡するスイッチとすれば、駆動回路２００の構成を大幅に増加することも
ない。また、スイッチとしてトランジスタを用いたとすれば、駆動回路の他の構成の製造
工程で同時に準備することができる。
【００６５】
次に、第３の実施の形態における表示装置について、図面を用いて以下に説明する。図５
は本発明の第３の実施の形態における表示装置の特に駆動回路３００の回路図である。な
お、図５において、第２の実施の形態における駆動回路２００と同様な構成においては、
同様な符号を付けている。
【００６６】
図５において特徴的な構成は、端子１２とトランジスタ２２とを接続する配線にインピー
ダンス素子である抵抗２０２を設けていることである。図５における他の構成は図３の駆
動回路２００と同様である。
【００６７】
図５における駆動回路３００の動作について、以下に説明する。なお、駆動回路３００の
動作は、抵抗２０２に関わる部分を除き、駆動回路２００の動作とほぼ同様のため、動作
説明には図４のタイミングチャートを用いるものとする。
【００６８】
図４におけるタイミングｔ０～ｔ２までは、駆動回路３００は駆動回路２００と同様であ
る。
【００６９】
タイミングｔ２において、コンパレータ６０の出力電圧がローレベルからハイレベルとな
り、これに伴い、ＮＯＲ７０の出力電圧もローレベルからハイレベルとなる。このため、
トランジスタ２２、２４、２６は活性化状態となる。よって、キャパシタ３２、３４、３
６の電荷が、各キャパシタと各トランジスタのオン抵抗による時定数に基づき放電される
。この時、抵抗２０２を設けているため、配線４２における電圧の時定数はＣ１×（Ｒｔ
１＋ＲＸ）となる。ここで、Ｃ１はキャパシタ３２の容量値、Ｒｔ１はトランジスタ２２
のオン抵抗値、ＲＸは抵抗２０２の抵抗値である。
【００７０】
このように、配線４２に対する時定数は配線４４、４６に対する時定数より長い。よって
、配線４２の放電にかかる時間は、配線４４、４６の放電にかかる時間より長くなる。つ
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まり、配線４２はより長い時間コンパレータ６０の動作のための電圧を供給することがで
きる。よって、配線４４、４６を完全に放電させる前にコンパレータ６０の動作が停止す
ることが抑制される。よって、本発明の目的をより確実に実現することができる。また、
第２の実施の形態における効果（キャパシタ３２への充電）もより確実に行うことができ
る。
【００７１】
また、第３の実施の形態と同様な効果は、抵抗２０２を設ける代わりに、キャパシタ３２
の容量を他のキャパシタ３４、３６の容量より大きくしておくことでも達成することがで
きる。
【００７２】
また、抵抗２０２をＭＯＳ抵抗とすれば、駆動回路３００の他の構成の製造工程にて同時
に準備することができるので、より好ましい。
【００７３】
以上、本発明の表示装置、特に駆動回路について、詳細に説明したが、本発明の表示装置
は上述の構成に限られるものではなく、様々な変形が可能である。
【００７４】
例えば、Ｎチャネル型ＭＯＳトランジスタとＰチャネル型ＭＯＳトランジスタとを逆にし
てしてもよい。この場合、ＮＯＲ等の構成も、上記実施の形態の動作を満足するように変
更が必要となることも考慮される。
【００７５】
また、ＬＣＤとして上記実施の形態を説明したが、本発明と同様な駆動回路を用いること
が可能な他の表示装置であれば、本発明を適用することは可能である。
【００７６】
【発明の効果】
本発明の表示装置を適用することにより、電源電圧の急激な低下に対しても表示手段であ
るディスプレイ部分に表示が残らない表示装置を実現することができる。
【００７７】
また、本発明の表示装置を適用することにより、上記目的を、電源電圧が急激に低下して
も確実に達成する表示装置を実現することができる。
【００７８】
また、本発明の表示装置を適用することにより、上記目的を、表示装置自身の小型化、低
コスト化を阻害することなく実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態における表示装置の特に、表示手段を駆動する駆動回
路１００の回路図である。
【図２】図１の駆動回路１００の動作を説明するタイミングチャートである。
【図３】本発明の第２の実施の形態における表示装置の特に、表示手段を駆動する駆動回
路２００の回路図である。
【図４】図３の駆動回路２００の動作を説明するタイミングチャートである。
【図５】本発明の第３の実施の形態における表示装置の特に、表示手段を駆動する駆動回
路３００の回路図である。
【符号の説明】
１００、２００、３００　　駆動回路
１０　　昇圧回路
２２、２４、２６　　トランジスタ
３２、３４、３６、６２　　キャパシタ
４２、４４、４６　　配線
５０　　監視手段
６０　　コンパレータ
６４、２０２　　抵抗
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６６　　ダイオード
７０　　ＮＯＲ
１５０　　スタートアップ回路

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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